
１．年金の種類と型
●年金支払期間は、支払請求時に２～２０年の中から選択いただきます。（定額型確定年金です）

２．配当金
●年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。

３．年金受取人
●保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は年金受取人の変更はできません。
●支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその相続人にお支払いいたします。

４．年金のお支払い
●年金受取人へのお支払いは、毎年１回、２回、４回受取りのいずれかです。
●年金のお支払日は、年金支払月の応当日（１５日）です。
●年金支払開始後、年金受取人から残存支払期間分の一括払の申し出があった場合は、未払年金現価をお支払いします。

５．年金払の対象となる保険金
●無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型）の主契約保険金の全部または一部。７大疾病保障特約およびがん・上皮内新生物保障特約の特約保険金
の全部または一部
●ただし、年金年額が、年１回払いのとき２４万円未満、年２回・４回払いのとき３６万円未満の場合はお取扱いできません。

●この制度は、保険金の受取人が主約款の条項（保険金の支払方法の選択）に基づき、保険金の支払事由発生後に保険金の全部または一部につい
て、一時金でのお支払いに代えて年金支払をお選びいただくものです。この場合、保険金の全部または一部が新たにご契約いただく「年金保
険」の一時払保険料に充当され、年金として支払われます。なお、７大疾病保障特約およびがん・上皮内新生物保障特約もこの取扱いに準じま
す。

年金の取り扱い
に つ い て

三大疾病特約制度／三大疾病特約制度オプション

三大疾病特約制度・三大疾病特約制度オプションの取り扱いについて

自動更新の取扱い

＜三大疾病特約制度オプション＞
保険期間の満了の日の２か月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず自動的に更新されます。
ただし、保険期間満了の日の翌日における保険年齢が70歳を超えるときは、自動更新のお取扱いをしません。
　※更新後のご契約の保険期間は１年です。
　※更新後の掛金は、更新時の年齢および保険料率により計算します。 
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